
 

財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団の関係規程の整備等を行う規程 

 

公益財団法人に移行するにあたり財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団の関係

規程の整備を行う規程を次のように定める。 

 

（対象） 

第１条　この規程の対象は次のとおりとする。 

（１） 財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団運営委員会設置規程 

（２） 財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団組織規程 

（３） 財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団理事長の専決事項に関する規程 

（４） 財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団事務決裁規程 

（５） 財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団文書規程 

（６） 財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団財団印規程 

（７） 財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団給与規程 

（８） 財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団就業規程 

(９)　財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団会計規程 

(10)  財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団出張規程 

(11)　財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団依頼出張者旅費規程 

(12)　財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団情報公開規程 

(13)　財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団個人情報保護規程 

 

　（名称の変更） 

第２条　前条第１項第１号から第１３号の規程の名称及び規程中の 

（１） 「財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団」を「公益財団法人こうち男

女共同参画社会づくり財団」に改める。 

（２） 「寄附行為」を「定款」に改める。 

 

　（関係規程の整備） 

第３条　第１条第１項第１号の財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団運営委員

会設置規程第１条第１項の「財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団寄附行為

第３４条」を「公益財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団定款第３８条」に

改める。 

 

２　第１条第１項第２号の財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団組織規程第２

条第１項の「財団寄附行為第３８条」を「財団定款第４４条」に改める。 

 

３　第１条第１項第３号の財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団理事長の専決

事項に関する規程第１条第１項の「財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団寄

附行為第１９条の規程にかかわらず、」を「公益財団法人こうち男女共同参画社会



 

づくり財団定款第２３条の規程にかかわらず、」に改める。 

 

４　第１条第１項第４号の財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団事務決裁規程

第３条第１項第２号の「理事会」を「理事会及び評議員会」に改める。 

 

５　第１条第１項第５号の財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団文書規程別表

永年保存５の「理事会」を「理事会及び評議員会」に改める。 

 

６　第１条第１項第９号の財団法人こうち男女共同参画社会づくり財団会計規程の 

（１）第３条第１項の「平成１６年１０月１４日公益法人等の指導監督等に関する関

係省庁連絡申し合わせによる公益法人会計基準（以下「会計基準」という。）に

準拠して処理するものとする。ただし、一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準を適用することが合理的な事業については、企業会計基準を適用する。」を

「公益法人会計基準（平成２０年４月１１日内閣府公益認定等委員会「公益法人

会計基準」の運用指針）に準拠して処理するものとする。」に改める。 

（２）第４条第１項の「会計基準を適用する会計を一般会計と特別会計に区分する

ことができる。」を「法令の要請等により必要とされる場合は会計区分を設ける

ものとする。」に改める。 

（３）第４条第２項及び第３項を削除する。 

（４）第８条第１項の「理事会の議決に基づいて」を「理事会の決議に基づいて」

に改める。 

（５）第１０条第１項の「理事会の議決」を「理事会の決議」に改める。 

（６）第１３条第２項及び第３項並びに第４項を削除し、第５項の「勘定科目ごと

に１伝票とし、」を削除する。 

（７）第１４条第１項及び第２項の「入金伝票及び出金」及び「並びに振替伝票の

記載事項」を削除する。 

（８）第１５条第１項の「入金伝票及び出金伝票については出納の日、振替伝票に

ついては事実発生の日とする。」を「現金の出納に係る取引については出納の

日とし、その他の場合は取引の日とする。」に改める。 

（９）第２１条第１項の「入金伝票によるものとする。」を「勘定科目ごとに作成

した伝票を発行して行わなければならない。」に改める。 

(10)　第２１条第２項を削除する。 

　　　 (11)  第２３条第１項の「原則として」を「現金又は」に、「これによらないで」

を「現金により」に改める。 

(12)　第２５条第１項の「出金伝票を作成し支出しなければならない。」を「伝票

を発行して行わなければならない。」に改める。 

(13)　第２７条第１項の「現金（納付書払を含む。）、口座振込により」を「前条

の規定により」に改める。 

(14)　第４２条第１項の「基本財産及びその他固定資産」を「基本財産及び特定資



 

産、その他固定資産」に改める。 

(15)　第４２条第２項の「及び特定資産」を削除する。 

(16)　第５２条第１項の「毎事業年度終了後２月以内」を「毎事業年度終了後３月

以内」に、「理事会に提出し、」を「理事会の承認を受けた後、評議員会に提

出し、」に改める。 

(17)　第５２条第２項第１号の「事業報告書」を「事業報告」に改める。 

(18)　第５２条第２項第２号の「収支計算書」を「事業報告の附属明細書」に改め

る。 

(19)　第５２条第２項第３号の「正味財産増減計算書」を「貸借対照表」に改める。 

(20)　第５２条第２項第４号の「貸借対照表」を「損益計算書（正味財産増減計算

書）」に改める。 

(21)　第５２条第２項第５号の「財産目録」を「貸借対照表及び損益計算書（正味

財産増減計算書）の附属明細書」に改める。 

(22)　第５２条第２項第６号の「固定資産明細書」を「財産目録」に改める。 

(23)　第５５条第２項の「理事会に諮って」を「評議員会に諮って」に改める。 

　　 

（規程の制定） 

　　　　　　第４条　第１条第１項各号の規程は、この規程により公益財団法人こうち男女共同参

画社会づくり財団の規程として新たに制定されたものとみなす。 

 

　　　附　則 

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第

１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


